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財 団 法 人 日 本 消 費 者 協 会 寄 附 行 為

第 １ 章 総 則

（ 名 称 ）

第 １ 条 本 財 団 は 、 財 団 法 人 日 本 消 費 者 協 会 （ 英 文 名 Ｊ ａ ｐ ａ ｎ

Ｃ ｏ ｎ ｓ ｕ ｍ ｅ ｒ ｓ ’ Ａ ｓ ｓ ｏ ｃ ｉ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ 。 略 称 「 Ｊ Ｃ Ａ

」 と 称 す る 。

（ 事 務 所 ）

第 ２ 条 本 財 団 は 、 主 た る 事 務 所 を 東 京 都 千 代 田 区 に 置 く 。

２ 本 財 団 は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 必 要 な 地 に 支 部 を 置 く こ と

が で き る 。

第 ２ 章 目 的 及 び 事 業

（ 目 的 ）

第 ３ 条 本 財 団 は 、 商 品 に つ い て の 調 査 研 究 、 公 正 な 情 報 の 提 供

及 び 啓 蒙 教 育 を 通 じ て 消 費 者 の 利 益 を 保 護 し 、 も っ て わ が 国 に

お け る 消 費 生 活 の 向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 事 業 ）

第 ４ 条 本 財 団 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。

( 1 )消 費 者 問 題 に 関 す る 調 査 及 び 研 究

( 2 )商 品 テ ス ト

( 3 )消 費 者 問 題 に 関 す る 情 報 及 び 資 料 の 収 集 並 び に 内 外 諸 団 体

と の 連 絡

( 4 )消 費 者 問 題 に 関 す る 資 料 、 図 書 そ の 他 出 版 物 等 の 作 成 及 び

配 布

( 5 )消 費 者 の た め の 講 演 会 、 講 習 会 、 見 学 会 等 の 開 催

( 6 )消 費 者 か ら の 相 談 及 び 苦 情 の 処 理
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( 7 )消 費 者 問 題 に 関 す る 内 外 視 察 団 の 派 遣 又 は そ の あ っ せ ん 及

び 海 外 専 門 家 の 紹 へ い 又 は そ の あ っ せ ん

( 8 )前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 本 財 団 の 目 的 を 達 成 す る た め

に 必 要 な 事 業

第 ３ 章 資 産 及 び 会 計

（ 資 産 の 構 成 ）

第 ５ 条 本 財 団 の 資 産 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。

( 1 )設 立 当 初 の 財 産 目 録 に 記 載 さ れ た 財 産

( 2 )設 立 後 寄 附 さ れ た 財 産

( 3 )資 産 か ら 生 じ る 収 入

( 4 )事 業 に 伴 う 収 入

( 5 )賛 助 会 費 収 入

( 6 )そ の 他

（ 資 産 の 種 別 ）

第 ６ 条 本 財 団 の 資 産 は 、 基 本 財 産 及 び 運 用 財 産 と す る 。

２ 基 本 財 産 は 、 次 に 掲 げ る 財 産 を も っ て 構 成 す る 。

( 1 )設 立 に 際 し 基 本 財 産 と し て 寄 附 さ れ た 財 産

( 2 )設 立 後 基 本 財 産 と し て 寄 附 さ れ た 財 産

( 3 )設 立 後 理 事 会 の 議 決 に よ り 基 本 財 産 に 繰 り 入 れ ら れ た 財 産

３ 運 用 財 産 は 、 基 本 財 産 以 外 の 財 産 と す る 。

（ 資 産 の 管 理 ）

第 ７ 条 本 財 団 の 資 産 は 、 会 長 が 管 理 し 、 そ の 管 理 の 方 法 は 、 理

事 会 の 議 決 に よ る 。 た だ し 、 そ の 使 途 又 は 管 理 の 方 法 を 指 定 し

て 寄 附 さ れ た 財 産 に つ い て は 、 そ の 指 定 に 従 わ な け れ ば な ら な

い 。

２ 基 本 財 産 の う ち 、 現 金 は 、 日 本 郵 政 公 社 そ の 他 確 実 な 金 融 機

関 に 預 け 入 れ 、 若 し く は 信 託 会 社 に 信 託 し 、 又 は 国 公 債 等 確 実

な 有 価 証 券 に か え て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

（ 基 本 財 産 の 処 分 ）

第 ８ 条 基 本 財 産 は 、 こ れ を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な
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い 。 た だ し 、 本 財 団 の 目 的 達 成 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

場 合 に お い て 、 評 議 員 会 の 審 議 を 経 た 上 、 理 事 会 に お い て 理 事

現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 承 認

を 受 け た 後 、 そ の 一 部 を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 す る と き は 、 こ

の 限 り で な い 。

（ 経 費 の 支 弁 ）

第 ９ 条 本 財 団 の 経 費 は 、 運 用 財 産 を も っ て 支 弁 す る 。

（ 事 業 年 度 ）

第 １ ０ 条 本 財 団 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３

月 ３ １ 日 に 終 わ る 。

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）

第 １ １ 条 本 財 団 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 会 長 が 作 成 し 、

毎 事 業 年 度 開 始 前 に 評 議 員 会 の 審 議 を 経 た 上 、 理 事 会 の 議 決 を

得 な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 議 決 を 得 た 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 当 該 事 業 年

度 開 始 後 ３ 月 以 内 に 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 議 決 を 得 た 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 の 変 更 は 、 理

事 会 の 定 め る と こ ろ に よ り こ れ を 行 い 、 速 や か に 経 済 産 業 大 臣

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 ）

第 １ ２ 条 本 財 団 の 事 業 報 告 書 、 収 支 決 算 書 及 び 財 産 目 録 は 、 会

長 が 毎 事 業 年 度 終 了 後 遅 滞 な く 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 経 た 上 、

理 事 会 の 議 決 を 得 た 後 、 評 議 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 議 決 を 得 た 事 業 報 告 書 、 収 支 決 算 書 及 び 財 産 目 録 は 、

当 該 事 業 年 度 終 了 後 ３ 月 以 内 に 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。

(収 支 差 額 の 処 分 ）

第 １ ３ 条 本 財 団 の 収 支 決 算 に 差 額 が 生 じ た と き は 、 理 事 会 の 議

決 を 得 て 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 基 本 財 産 に 繰 り 入 れ ､ 又 は 翌 事

業 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。
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（ 借 入 金 ）

第 １ ４ 条 本 財 団 は 、 資 金 の 借 入 れ を し よ う と す る と き は 、 そ の

事 業 年 度 の 収 入 額 を 上 限 と す る 借 入 金 で あ っ て 返 済 期 間 が １ 年

以 内 の も の を 除 き 、 評 議 員 会 の 審 議 を 経 た 上 、 理 事 会 に お い て

理 事 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ ､ 経 済 産 業 大 臣 の

承 認 を 受 け る も の と す る 。

第 ４ 章 役 員 及 び 評 議 員

（ 種 類 及 び 定 数 ）

第 １ ５ 条 本 財 団 に 、 次 の 役 員 を 置 く 。

( 1 )理 事 １ ０ 人 以 上 １ ５ 人 以 内

( 2 )監 事 ２ 人 以 上 ３ 人 以 内

２ 理 事 の う ち 、 １ 人 を 会 長 、 １ 人 を 専 務 理 事 と す る 。

（ 選 任 ）

第 １ ６ 条 理 事 及 び 監 事 は 、 評 議 員 会 に お い て 選 任 す る 。

２ 会 長 及 び 専 務 理 事 は 、 理 事 会 に お い て 理 事 の 互 選 に よ り 定 め

る 。

３ 理 事 及 び 監 事 は 、 相 互 に 兼 ね る こ と が で き な い 。

（ 職 務 ）

第 １ ７ 条 理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 業 務 の 執 行 を 決 定 す る 。

２ 会 長 は 、 本 財 団 を 代 表 し 、 業 務 を 統 轄 す る 。

３ 専 務 理 事 は 、 会 長 を 補 佐 し て 、 業 務 を 総 括 す る 。 会 長 に 事 故

が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。

４ 監 事 は 、 民 法 第 ５ ９ 条 の 職 務 を 行 う 。

（ 任 期 ）

第 １ ８ 条 役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。

２ 補 欠 又 は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、 前 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 前 任 者 又 は 他 の 現 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

３ 役 員 は 、 辞 任 又 は 任 期 満 了 の 後 に お い て も 、 後 任 者 が 就 任 す

る ま で は 、 そ の 職 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
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（ 解 任 ）

第 １ ９ 条 役 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 理 事 会 及 び 評

議 員 会 に お い て そ れ ぞ れ 理 事 及 び 評 議 員 の 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以

上 の 議 決 を 得 て 、 当 該 役 員 を 解 任 す る こ と が で き る 。

( 1 )心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 執 行 に 堪 え な い と 認 め ら れ る と き 。

( 2 )職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為 が

あ る と 認 め ら れ る と き 。

２ 前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 解 任 す る 場 合 は 、 当 該 役 員 に あ ら か

じ め 通 知 す る と と も に 、 解 任 の 議 決 を 行 う 理 事 会 及 び 評 議 員 会

に お い て 、 当 該 役 員 に 弁 明 の 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

（ 報 酬 ）

第 ２ ０ 条 役 員 は 無 報 酬 と す る 。 た だ し 、 常 勤 の 役 員 に つ い て は 、

理 事 会 の 同 意 を 得 て 、 報 酬 を 支 給 す る こ と が で き る 。

（ 評 議 員 ）

第 ２ １ 条 本 財 団 に 、 評 議 員 １ ０ 人 以 上 １ ５ 人 以 内 を 置 く 。

２ 評 議 員 は 、 理 事 会 の 同 意 を 得 て 、 会 長 が 委 嘱 す る 。

３ 第 １ ８ 条 及 び 第 １ ９ 条 の 規 定 は 、 評 議 員 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 １ ８ 条 中 「 役 員 」 と あ る の は 「 評 議 員 」

と 、 第 １ ９ 条 中 「 役 員 」 と あ る の は 「 評 議 員 」 と ､「 理 事 会 及 び

評 議 員 会 」 と あ る の は 「 理 事 会 」 と 、 「 そ れ ぞ れ 理 事 及 び 評 議

員 」 と あ る の は 「 理 事 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 兼 任 の 禁 止 ）

第 ２ ２ 条 役 員 及 び 評 議 員 は 、 相 互 に 兼 ね る こ と が で き な い 。

第 ５ 章 理 事 会 及 び 評 議 員 会

（ 理 事 会 の 構 成 ）

第 ２ ３ 条 本 財 団 に 、 理 事 会 を 置 く 。

２ 理 事 会 は 、 理 事 を も っ て 構 成 す る 。

３ 監 事 は 、 理 事 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。
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（ 理 事 会 の 権 能 ）

第 ２ ４ 条 理 事 会 は 、 こ の 寄 附 行 為 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 本

財 団 の 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 を 議 決 す る 。

（ 理 事 会 の 開 催 及 び 招 集 ）

第 ２ ５ 条 理 事 会 は 、 通 常 理 事 会 及 び 臨 時 理 事 会 と す る 。

２ 通 常 理 事 会 は 、 毎 年 ２ 回 開 催 す る 。

３ 臨 時 理 事 会 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に 開 催 す る 。

( 1 )理 事 会 が 必 要 と 認 め た と き 。

( 2 )理 事 現 在 数 の ３ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し

て 請 求 が あ っ た と き 。

( 3 )監 事 の 全 員 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ た

と き 。

( 4 )前 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 会 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め

た と き 。

４ 理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。

５ 理 事 会 の 招 集 は 、 日 時 及 び 場 所 並 び に 会 議 の 目 的 た る 事 項 及

び そ の 内 容 を 示 し た 書 面 を も っ て 、 開 会 の 日 の ８ 日 前 ま で に 通

知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 議 事 が 緊 急 を 要 す る 場 合 に お

い て 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い て 定 め た 方 法 に よ り 招 集 す る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。

６ 第 ３ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 請 求 が あ っ た と き は 、

会 長 は 、 速 や か に 理 事 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。

（ 理 事 会 の 議 長 ）

第 ２ ６ 条 理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 が こ れ に あ た る 。 た だ し 、 前 条

第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 臨 時 理

事 会 を 開 催 し た と き は 、 出 席 理 事 の 互 選 に よ り 議 長 を 定 め る 。

（ 理 事 会 の 定 足 数 及 び 議 決 方 法 ）

第 ２ ７ 条 理 事 会 は 、 理 事 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 出 席 を も っ て

成 立 す る 。

２ 理 事 会 の 議 事 は 、 こ の 寄 附 行 為 に 別 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、

出 席 理 事 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決

す る と こ ろ に よ る 。
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３ 理 事 会 は 、 第 ２ ５ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り あ ら か じ め 通 知 さ れ

た 事 項 に つ い て の み 議 決 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 議 事 が 緊

急 を 要 す る も の で 、 出 席 理 事 の ３ 分 の ２ 以 上 の 議 決 が あ っ た 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。

４ 議 決 す べ き 事 項 に つ き 特 別 な 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 は 、 当 該

事 項 に つ い て 表 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 。

（ 理 事 会 の 書 面 表 決 等 ）

第 ２ ８ 条 や む を 得 な い 理 由 の た め 、 理 事 会 に 出 席 で き な い 理 事

は 、 あ ら か じ め 通 知 さ れ た 事 項 に つ い て 、 書 面 又 は 代 理 人 を も

っ て 表 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 代 理 人 は 、 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 会 議 ご と に 議 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 表 決 権 を 行 使 す る 理 事 は 、 前 条 第 １ 項 及

び 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 出 席 し た も の と み な す 。

（ 理 事 会 の 議 事 録 ）

第 ２ ９ 条 理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 議 事 録

を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

( 1 )日 時 及 び 場 所

( 2 )理 事 の 現 在 数

( 3 )出 席 し た 理 事 の 数 及 び 氏 名 （ 書 面 表 決 者 及 び 表 決 委 任 者 を

含 む 。 ）

( 4 )議 決 事 項

( 5 )議 事 の 経 過 の 概 要

( 6 )議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る 事 項

２ 議 事 録 に は 、 議 長 及 び 出 席 し た 理 事 の う ち か ら 理 事 会 に お い

て 選 任 さ れ た 議 事 録 署 名 人 ２ 人 以 上 が 署 名 押 印 し な け れ ば な ら

な い 。

（ 評 議 員 会 の 構 成 ）

第 ３ ０ 条 本 財 団 に 、 評 議 員 会 を 置 く 。

２ 評 議 員 会 は 、 評 議 員 を も っ て 構 成 す る 。
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（ 評 議 員 会 の 権 能 ）

第 ３ １ 条 評 議 員 会 は 、 こ の 寄 附 行 為 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、

本 財 団 の 事 業 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 に つ い て 、 会 長 の 諮 問 に 応

じ て 審 議 し 、 又 は 意 見 を 具 申 す る 。

（ 評 議 員 会 の 招 集 等 ）

第 ３ ２ 条 評 議 員 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。

２ 評 議 員 会 の 議 長 は 、 出 席 評 議 員 の 互 選 に よ る 。

３ 第 ２ ５ 条 第 ５ 項 、 第 ２ ７ 条 第 １ 項 、 第 ２ ８ 条 及 び 第 ２ ９ 条 の

規 定 は 、 評 議 員 会 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ

ら の 規 定 中 「 理 事 会 」 と あ る の は 「 評 議 員 会 」 と 、 「 理 事 」 と

あ る の は 「 評 議 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 ６ 章 賛 助 会 員

（ 賛 助 会 員 ）

第 ３ ３ 条 本 財 団 の 目 的 に 賛 同 し 、 そ の 事 業 に 協 力 し よ う と す る

も の を 賛 助 会 員 と す る 。

２ 賛 助 会 員 は 、 理 事 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 本 財 団 の 事 業 活

動 に 参 加 す る こ と が で き る 。

３ 賛 助 会 員 は 、 理 事 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 賛 助 会 費 を 納 入

し な け れ ば な ら な い 。

４ 前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 賛 助 会 員 及 び 賛 助 会 費 に 関 し て

必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

第 ７ 章 寄 附 行 為 の 変 更 、 解 散 等

（ 寄 附 行 為 の 変 更 ）

第 ３ ４ 条 こ の 寄 附 行 為 は 、 評 議 員 会 の 審 議 を 経 た 上 、 理 事 会 に

お い て 理 事 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業

大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば 変 更 す る こ と が で き な い 。

（ 解 散 ）

第 ３ ５ 条 本 財 団 は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で

の 規 定 に 基 づ き 解 散 す る 。
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２ 民 法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 解 散 す る 場 合 は 、

評 議 員 会 の 審 議 を 経 た 上 、 理 事 会 に お い て 理 事 現 在 数 の ４ 分 の

３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。

（ 残 余 財 産 の 処 分 ）

第 ３ ６ 条 本 財 団 が 解 散 の 際 に 有 す る 残 余 財 産 は 、 評 議 員 会 の 審

議 を 経 た 上 、 理 事 会 に お い て 理 事 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決

を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 許 可 を 受 け て 、 本 財 団 と 類 似 の 目

的 を 有 す る 他 の 法 人 又 は 団 体 に 寄 附 す る も の と す る 。

第 ８ 章 補 則

（ 備 付 け 書 類 及 び 帳 簿 ）

第 ３ ７ 条 本 財 団 は 、 そ の 主 た る 事 務 所 に 、 民 法 第 ５ １ 条 に 規 定

す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 備 え な け れ ば な ら な

い 。

( 1 )寄 附 行 為

( 2 )理 事 及 び 監 事 の 氏 名 、 住 所 及 び 略 歴 を 記 載 し た 書 類

( 3 )行 政 庁 の 許 可 、 認 可 等 を 必 要 と す る 事 業 を 行 う 場 合 は 、 そ

の 許 可 、 認 可 等 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 類

( 4 )寄 附 行 為 に 定 め る 機 関 の 議 事 に 関 す る 書 類

( 5 )資 産 及 び 負 債 の 状 況 を 示 す 書 類

( 6 )収 入 支 出 に 関 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類

（ 事 務 局 ）

第 ３ ８ 条 本 財 団 に 、 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 を 置 く 。

２ 事 務 局 に は 、 事 務 局 長 及 び 所 要 の 職 員 を 置 く 。

３ 事 務 局 長 は 、 理 事 会 の 同 意 を 得 て 、 会 長 が 委 嘱 し 、 職 員 は 、

会 長 が 任 免 す る 。

（ 実 施 細 則 ）

第 ３ ９ 条 こ の 寄 附 行 為 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の

議 決 を 得 て 、 会 長 が 別 に 定 め る 。
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附 則 （ 昭 和 ３ ６ 年 ９ 月 ５ 日 ）

１ ． 本 寄 附 行 為 は 、 設 立 許 可 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ ． 本 財 団 設 立 当 初 の 事 業 年 度 は 、 設 立 許 可 の 日 か ら 始 ま り 、

昭 和 ３ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 る 。

３ ． 本 財 団 設 立 当 初 の 役 員 は 次 の と お り と し 、 そ の 任 期 は 、

昭 和 ３ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。

会 長 足 立 正

理 事 長 野 田 信 夫

専 務 理 事 山 崎 進

理 事 郷 司 浩 平

同 石 井 頼 三

同 稲 葉 秀 三

同 松 平 友 子

同 奥 む め お

同 奥 田 富 子

同 小 野 京 子

同 滝 田 実

同 司 忠

同 氏 家 寿 子

同 宇 野 政 雄

同 山 本 キ ク

同 山 高 し げ り

同 大 和 マ サ ノ

同 吉 田 秀 雄

監 事 水 田 直 昌

同 向 井 鹿 松

附 則 （ 昭 和 ３ ６ 年 １ １ 月 ７ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す

る 。

附 則 （ 昭 和 ３ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す

る 。
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附 則 （ 昭 和 ５ ６ 年 ４ 月 １ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す

る 。

附 則 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 １ ９ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す

る 。

附 則 （ 平 成 １ １ 年 ９ 月 ７ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す

る 。

附 則 （ 平 成 １ ５ 年 ８ 月 １ １ 日 ）

こ の 変 更 規 定 は 、 平 成 １ ５ 年 ８ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。


